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※割引券使用承認申込・承認
（社会保険料の領収証書等の写し、82円切手を同封）

㉑割引券返却申込書と未使用割引券の提出
 （4月15日必着で協会に提出）

㉒返却された未使用割引料の返金

※割引券取扱の申請・認定

①割引券の申込
 （１回目は承認申込と同時で可）

③利用手数料等の振込
 （振込手数料は承認事業主の負担）

④割引券の発行
 （割引券と割引券受領書を送付）

⑤割引券受領書の返送

承認事業主へ

②利用手数料等の請求

⑳割引券台帳の写し、報告用半券<Ａ>の提出

4～9月までの利用分は10月15日まで、10月から
翌年3月までの利用分は翌年4月15日までに提出

⑱割引料の請求、割引券本券<Ｂ>の提出
配達記録郵便等により、割引料請求書、請求
内訳書、割引券本券をセットにしてサービス
提供月の翌月10日までに提出

⑲割引料の振込

請求書類等に不備がなければ、請求月の翌月
10日までに指定口座に振り込み

⑨サービスの提供依頼

⑩サービス
  提供指示

⑧割引券の交付

報告用半券<Ａ>、割引券本券<Ｂ>のそれぞれに
必要事項を記入し、報告用半券と割引券本券を
切り離さずに労働者に交付してください。
交付時に管理簿と台帳を記入します

⑦割引券申込

⑭報告用半券<Ａ>の提出

⑥利用（請負）契約書写し提出

※利用の申込・利用（請負）契約の締結

⑬報告用半券
  <Ａ>の返却

⑰割引後の利用料金の支払い

⑮割引券本券
  <Ｂ>の提出

⑪サービスの
  提供

⑫割引券<Ａ>
  <Ｂ>の提出

⑯サービス提供後の利用料金（割引後料金）の請求

ベビーシッター派遣事業概略図

※割引券が3片式から2片式に変更されました


